
 

専門研修「建築審査指導」 

【 日 時 】 令和 2年 10 月 5日（月）・9 日（金）・14 日（水） 9：00～17：00 

【 会 場 】 特別区職員研修所 

【受講者数】  46 名 

【 講 師 】 

・渋谷区都市整備部建築課 職員 

・株式会社確認サービス業務統括部長 佐藤 廣志 氏 

・株式会社確認サービス東京支社検査部長 神島 修 氏 

・江戸川区都市開発部建築指導課 職員 

・特別区人事・厚生事務組合法務部 職員 

・台東区都市づくり部建築課 職員 

・荒川区防災都市づくり部建築指導課 職員 

【研修内容】 

＜目的＞ 

建築確認審査及び審査指導における行政としての対処法や、審査に必要な基礎

知識を習得する。 

＜内容＞ 

①建築基準法の基礎 

②中間検査・完了検査の基礎 

③指定確認検査機関との連携 

④訴訟事例研究 

⑤建築行政の現状と課題 

⑥実務における建築基準法の検討プロセスと実例    〈講義の様子〉 

【受講生の声】 

〇中間・完了検査の現場に行く機会がほとんどなかったため、写真や図で分かり

やすい例を見ることができ、理解を深めることができました。 

〇様々な講師から学ぶことができて、とても有意義な研修でした。基準法や考え

方に関する建築の基礎的な知識を学ぶことができたのは、１年目としてとてもあ

りがたかったです。また、多様な経験をされている講師の方々の経験談や実際の

例なども聞くことができ、貴重な時間であったと思います。 

〇通常業務で理解している部分は、さらに理解を深めることができました。また、

通常業務であまり接点のない民間の検査機関の内容を知ることが出来たため、建

築行政の理解がより充実しました。 

〇改正の歴史や裁判事例など手を伸ばしていなかった法令解釈の方法がたくさん

あることを学びました。法令に対する認識を深めていきたいと思いました。 

〇現在の業務にも少し慣れたこの時期に基礎を学ぶことができ、とても良かった

です。各区での取り組みの紹介も多く、とても興味深いものでした。 

 


